
　本町では、 平成３１ （２０１９） 年３月に令和５ （２０２３） 年度末までの5か年を計画期間とした 「大槌町

障がい福祉プラン （第３期大槌町障がい者計画）」 を基本計画として策定し、 令和３年 （２０２１） ３月に策

定した 「第６期大槌町障がい福祉計画 ・第２期障がい児福祉計画」 を実施計画として、 『ともにつくるふれ

あいのまち大槌』 を基本理念に、 障がい者が安心して地域で自立した生活ができる社会の実現に向けたま

ちづくりを推進してきました。 	

 本計画は、 国 ・県の動向や上位計画にあたる大槌町総合計画や大槌町地域福祉計画の方向性を踏まえつ

つ、 これまで取り組んだ障がい者施策の実績や課題を確認するとともに、 今後の大槌町における障がい者

施策の一層の充実を図り、 障がいのある人もない人もすべての住民が互いに人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現を推進していきます。

大槌町障がい福祉プラン大槌町障がい福祉プラン
第 4 期大槌町障がい者計画

第 7 期大槌町障がい福祉計画

第 3 期大槌町障がい児福祉計画

概要版概要版

岩手県障がい福祉プラン

 ◆岩手県障がい者計画

 ◆岩手県障がい福祉計画 ・障がい児福祉計画

大槌町総合計画

大槌町地域福祉計画

 ◆大槌町障がい福祉プラン

       （基本計画 ・実施計画）

 ◆大槌町老人福祉計画 ・介護保険事業計画

 ◆大槌町健康増進計画

 ◆大槌町子ども ・子育て支援事業計画
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計画の趣旨と背景

計画の位置づけ

　障がい者計画は、 障害者基本法第１１条第３項に基づく市町村障害者計画であり、 本町では障害者総合

支援法第８８条の規定による市町村障がい福祉計画、 及び児童福祉法第３３条の規定による市町村障がい

児福祉計画と一体的に策定します。

　「第 4 期大槌町障がい者計画」 は、 本町の障がい者施策の基本理念を実現するための基本計画、 「第 7

期大槌町障がい福祉計画」 及び 「第 3 期大槌町障がい児福祉計画」 は実施計画として、 各種サービスの

見込値や生活支援に関する施策について具体的な目標値を定めています。

連
携

計画期間

大槌町障がい福祉プラン Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ 10 Ｒ 11

障がい者計画 （基本計画）

障がい福祉計画 （実施計画）

障がい児福祉計画 （実施計画）

第３期計画

第６期計画

第２期計画

第４期計画

第７期計画 （前期）

第３期計画 （前期）

第７期計画 （後期）

第３期計画 （後期）

　本計画の期間は、 基本計画については令和６年度から令和１１年度、 実施計画については令和６年度から

令和８年度までの３年間とします。

【計画の期間】

◆ 計画の進行管理

　障害者総合支援法においては、 計画に定める事項について、 定期的に調査、 分析及び評価を行い、 必

要があると認めるときは、 計画を変更する等その他の必要な措置を講じること （PDCA サイクル） とされ

ています。 本町においても、 各施策の取組状況の進捗状況について適宜確認を行い、 本計画の着実な実

現に努めます。

　　【本計画におけるPDCAサイクルのイメージ】
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● 計画（Plan）

成果目標及び活動指標を設定するととも
に、 障害福祉サービスの見込値の設定や
その他確保方策等を定める。

● 実行（Do） 

計画の内容を踏まえ、 事業を実施する。

● 評価（Check）

成果目標及び活動指標について、 定期的
にその実績を把握し、 障がい者施策や関
連施策の動向も踏まえながら、 分析 ・評価
を行う。

● 改善（Action）

中間評価の結果や環境変化を踏まえ、 計
画や事業の見直しを行う。

【発行】　令和６年３月

【発行・編集】　大槌町　健康福祉課　地域福祉班

【住所】　岩手県上閉伊郡大槌町上町１番３号　

【電話】　０１９３-４２-２１１１
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1　数値目標の設定

施策の体系

　第３期計画の施策の分野を継承しつつ、 国の障害者基本計画と整合を図り、 本計画における施策体系を

次のとおりとします。

　　　　　　　　　　　　　　　第 4 期大槌町障がい者計画

地域で安心して生活できる まちづくりの推進
目標

１

社会的自立と社会参加の推進
目標

2

福祉のまちづくりの推進
目標

３

　施策１　　　障がい者の人権を尊重し、 適切な支援の推進

（１） 障がい者の権利擁護

（２） 相談支援体制の充実 ・強化

（３） 障害福祉サービスの充実

（４） 多様な障がいへの対応

　施策２　　　ライフステージに応じた切れ目のない支援体制の充実

（１） 保健 ・医療 ・福祉の連携

（２） 療育支援体制の充実

（３） 教育の充実

（４） 障がい者の高齢化への対応

　施策１　　　障がい者の自己選択 ・ 自己決定に基づく自立と社会参加の促進

（１） 雇用 ・就労の支援促進

（２） 社会参加活動の促進

（３） 障がい者に対する理解の促進

（４） 情報提供及びコミュニケーション支援の充実

　施策１　　　　障がい者が安心して暮らしていける地域づくりの推進

（１） 障がい者を支える人材等の育成

（２） 住民主体の福祉活動の促進

（３） 住みよい環境づくりの推進

（４） 安全 ・防災対策の充実

ともにつくるふれあいのまち大槌
基本

理念

第 7 期大槌町障がい福祉計画 （前期） ・ 第 3 期大槌町障がい児福祉計画 （前期）

　国の基本的な指針に基づき、 成果目標を定めて取り組みを推進します。

サービス提供体制の確保に係る成果目標の設定

指標 目標 （令和８年度末）

● 福祉施設の入所者の地域生活への移行

地域生活移行者数 ３人 （6%）

施設入所者数 設定しない

● 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

地域移行に関する障がい福祉サービスの利用者見込数

地域移行支援　　　　　　　　1 人

地域定着支援　　　　　　　　1 人

共同生活援助　　　　　　　　1 人

自立生活援助　　　　　　　　1 人

自立訓練 ・生活訓練　　　1人

保健、 医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 2回

● 地域生活支援の充実

地域生活支援拠点等が有する機能の充実 自立支援協議会において運用状況を検証、 検討を行う

検討回数 １回以上

強度行動障がいを有する障がい者の状況や支援ニー

ズの把握

自立支援協議会において、 支援体制の整備について

検討する

● 福祉施設から一般就労への移行等

一般就労への移行者数

移行者数　　　　　　　　　　　2.56人 (1.28倍 )

就労移行支援　　　　　　　　1.31 人 (1.31 倍 )

就労継続支援A型　　　　　1.29人 (1.29倍 )

就労継続支援B型　　　　　1.28人 (1.28倍 )

就労定着支援事業利用者数 1.41 人 （１．４１倍）

● 障がい児支援の提供体制の整備等

児童発達支援センターの設置数 自立支援協議会において、 整備について検討する

保育所等訪問支援の充実
体制の整備に努め、 障がい児の地域社会への参加 ・

包容を推進する

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所の確保

事業所と学校等の支援内容の共有 ・ 環境整備等、 緊

密な連携を図り重層的な地域支援体制の構築を目指す

医療的ケア児支援のための協議の場の設置及びコー

ディネーターの配置

協議の場 ：自立支援協議会子ども支援部会を協議の

　　　　　　　場として設置済

コーディネーター ：圏域にて配置済

● 相談支援体制の充実 ・ 強化等

基幹相談支援センターの設置 自立支援協議会において、 設置について検討する

協議会における個別事例の検討を通じた地域のサー

ビス基盤の開発 ・改善
自立支援協議会において、 実施について検討する

● 障害福祉サービス等の質の向上させるための取組に係る体制の構築

　　　岩手県が実施する研修への参加人数 ２人
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